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SEC、気候変動情報の開示要求に関する規則

を提案 
Emily Abraham, Doug Rand, Laura McCracken, Kristen Sullivan, and John Wilde, Deloitte&Touche LLP 著 

背景 

SEC は 2022 年 3 月 21 日、公開企業が提供する気候関連の情報開示を強化及び標準化する規則案 1 を発行しました。SEC

委員長の Gary Gensler が、提案された規則についての声明で「今日、文字通り数百億ドルを代表する投資家は、気候リスクが

企業に重大な財務リスクをもたらす可能性があることを認識しているため、気候関連の開示を支持しています。投資家は、情報

に基づいた投資判断を行うために、気候リスクに関する信頼できる情報を必要としています。」と述べています。 

提案された規則では、登録企業は、温室効果ガス (GHG) の排出に関する開示 (スコープ 1 とスコープ 2 の開示については第三

者保証も必要とされる) 、財務諸表における一定の開示、登録届出書と年次報告書(例えば、Form10-K)の中の定性的開示と

ガバナンス開示が求められます。本規則案に対するコメント提出の期限は、Federal Register に掲載されてから 30 日後、または

2022 年 5 月 20 日のいずれか遅い方です。 

この提案は、当時 SEC 委員長代理であった Allison Herren Lee 氏が、規則制定のための手始めとして、気候変動に関する情

報開示について request for input で意見を求めてから約 1 年後に発行されたものです。議長の Gensler も同様に、気候リスク

と気候関連の情報開示に注力しています。例えば、米国上院の銀行・住宅・都市問題委員会における証言において、同氏は、

企業と投資家の双方が明確かつ整理された規則の恩恵を受けることになるだろうと指摘し、SEC の職員に対し、このような開示

に関連する要件を策定する際に経済分析とパブリックコメントを検討するよう指示したと述べています。 

1 SEC Proposed Rule Release No.33-11042 The Enhancement and Standardization of Climate-Related Disclosures for Investors。 
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/dbriefs-webcasts/dbriefs-webcast-calendar.html
https://www.sec.gov/rules/proposed/2022/33-11042.pdf
https://www.sec.gov/news/statement/gensler-climate-disclosure-20220321?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures
https://www.sec.gov/news/testimony/gensler-2021-09-14


 

 

 

提案された気候開示要求の主要な構成要素 

提案された気候開示要求の中で、SEC は、多くの企業が既存の開示フレームワークおよび基準、例えば金融安定理事会の気候

変動財務情報開示タスクフォース(TCFD) 、および温室効果ガスプロトコル等に基づいて提供している開示と同様のものが求められ

ていることを述べています。登録企業は、次のような開示を提供することを要求されます。 

• 財務諸表の注記開示: 

o 異常気象やその他の自然条件 に関連した財務諸表項目への影響(減損費用、損失引当金の増加など)及び移行

活動に関連した財務諸表項目への影響(例えば、資産の残存価額や耐用年数の変更)について、影響額が当該財

務諸表項目の 1%を超える場合にその影響を開示 

o 異常気象やその他の自然条件を軽減するための支出及び移行活動に関連する支出 

o 異常気象やその他の自然条件及び移行活動が、財務諸表に反映された見積りや仮定にどのように影響を与えた

か。 

• GHG 排出量の開示: 

o スコープ 1 およびスコープ 2 の GHG 排出量(すなわち、登録企業が所有または管理している事業からの排出量、及び

電気、蒸気、冷暖房の購入または取得からの排出量)。これらは、個別 (温室効果ガスの種類別)に及び集計して開

示する必要がある。この開示は、総量ベースで (オフセットを考慮する前) 、炭素強度に関連させて(例えば、収入 1 ド

ル当たりの二酸化炭素換算排出量)行うことが要求されます。 

o 登録企業がスコープ 3 排出量(すなわち、間接的な上流及び下流の活動からの排出量)を含む GHG 排出ターゲット

またはゴールを設定している場合、またはスコープ 3 排出量に重要性がある場合は、総排出量 (オフセットを考慮する

前) および炭素強度に関連させたスコープ 3 GHG 排出量。スコープ 3GHG 排出量の開示は、証券法のセーフハーバー

条項の対象となります。 

• 定性的開示: 

o 気候関連のリスクが (1) どのように事業及び財務諸表に重大な影響を及ぼしているか、又は及ぼす可能性がある

か、 (2)どのように 登録企業の「戦略・ビジネスモデル・将来見通し」に影響を及ぼしているか、又は及ぼす可能性があ

るか。 

o 気候関連リスクを発見し、評価し、管理するための登録企業のプロセス、およびそれらのプロセスが登録企業のより広

範なリスク管理プログラムに統合されているかどうか。 

o 登録企業が内部炭素価格を使用する場合、登録企業の内部炭素価格とその価格の決定方法。 

o 登録企業がシナリオ分析を使用して、気候関連リスクの関連で事業を評価する場合、シナリオ、仮定、予測される

財政的影響の記述。 

o 登録企業が気候に関連する移行計画を採用している場合、当該計画の説明ならびに関連するターゲットおよび測

定基準。 

o 登録企業が気候関連のターゲットまたはゴールを公表している場合: 

■ 対象とする活動の範囲、想定される期間、および設定された中間目標 

■ 登録企業がターゲットまたはゴールを達成するための計画 

■ 登録企業がそのターゲット又はゴールに対してどのように進捗しているか、及びそのような進捗がどのように達成

されたかについての毎年の更新 
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https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://ghgprotocol.org/


 

 

 

■ 気候関連のターゲットまたはゴールを達成するための計画の一部としてカーボンオフセットまたは再生可能エネル

ギー証書 (REC) が使用されている場合、オフセットまたは REC によって達成された進歩の程度を含む、オフセッ

トまたは REC に関する情報。 

• ガバナンスの開示－登録企業の取締役会および経営陣による、気候関連のリスク、リスク管理プロセス、および登録企

業の対応のモニタリング方法 

• 必要な開示の場所、タイミング、適用可能性－提案されている規則では、登録企業は登録届出書と 1934 年証券取

引法に基づいて提出された年次報告書において開示します。上述の「財務諸表の注記開示」セクションに記載された

開示は財務諸表で要求されるが、GHG 排出量を含む残りの開示は、新たに作成された Form10-K (Item6) のセクショ

ンで要求されます。 開示は、登録企業の年次報告書と同時に行われることになり、国内外の登録企業に要求されま

す。以下に述べるように、小規模な事業者は、スコープ 3 の GHG 排出量の開示要求を免除されます。 

• 第三者保証要件－財務諸表の注記開示は、既存の財務諸表監査の対象となります。スコープ 1 およびスコープ 2 の

GHG 排出量の開示は、段階的導入期間中に限定的保証の対象とされ、その後、合理的保証の対象となります。 

• 本規則案の段階的導入期間－本規則案の要件が 2022 年 12 月に適用となる場合、暦年の登録企業が本規則を

採用するための必須遵守日は、以下のとおりです。 

登録企業タイプ 

スコープ 3 の開示を除くすべ

ての開示 (スコープ 1, スコープ

2 GHG 排出量を含む)  

スコープ３GHG 

排出量の開示 

スコープ 1, スコープ 2 の GHG

排出量開示の第三者保証 

大規模早期提出会社 2023 2024 
限定的保証:2024 

合理的保証:2026 

早期提出会社 2024 2025 
限定的保証:2025 

合理的保証:2027 

早期提出会社以外の会社 2024 2025 不要 

なお、小規模な報告会社は、スコープ 3 の GHG 排出量開示の対象外となり、かつ移行期間が追加されます。(すなわち、2025

年にはスコープ 3GHG 排出量以外のすべての開示が要求されます。) 

提案された規則の幅広さを考えると、この Heads Up は主要な要件のより包括的な分析を提供するために近いうちに更新されま

す。詳細については、引き続きご確認ください。 

デロイトの見解 

提案された規則は、公開企業に対する気候関連の開示要件を大きく変更することになります。ほとんどの企業にとって、開示要件

を満たすために必要な努力は相当なものであり、今すぐに準備を開始する必要があります。 
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最近の Deloitte survey（売上高が 5 億ドルを超える公開企業の財務、会計、サステナビリティ、法務担当幹部 300 人を対象

にした調査）では、半数以上 (57%) が、開示対象の環境、社会、ガバナンス (ESG) データに関して、データの利用可能性 (アクセ

ス) とデータの品質 (正確性または完全性) が依然として最大の課題であると回答しています。現在、ESG のトピックに焦点を当て

た ESG 協議会またはワーキンググループを設置している回答者は、4 分の 1 未満 (21%) です。しかし、半数以上 (57%) が設置に

積極的に取り組んでいます。大多数 (82%) はまた、重要な利害関係者の情報ニーズを満たす ESG の開示を行うためには、追加

のリソースが必要になると考えています。 

調査回答者が示した課題を考慮し、最終的なルールを予想すると、提案された規則をフレームワークとして使用し、次の質問を検

討することによって、企業は今すぐ準備を開始することが期待されます。 

• 気候関連またはその他の ESG リスクおよび機会に対する監督責任は誰にあるか。財務、内部監査、監査委員会また

は取締役会はどのように関与しているか。そのような関与を管理するためにどのような政策と手続きが実施されている

か? 

• 気候関連のどのような情報が現在収集され、利用可能であるか。現在、この情報に関してどの程度の保証が得られて

いるか。どのような追加情報 (もしあれば) を作成または収集する必要があるか (監査済み財務諸表での開示を含

む) 。 

• 企業は気候関連の開示の重要性をどのように評価しているか。当該開示が重要であるか否かを判断するために必要

な情報を収集するためのシステム及びプロセスは整備されているか。 

• 提案された規則の開示要件に対処するために、どのような開示統制と手続きが実施されているか。また、監査された財

務諸表において要求される開示に対処するために、財務報告に関するどのような内部統制が実施されているか。 

• 気候関連の情報は、現在いつ準備され、検討されているか。SEC が提案している報告期限と比較して、そのタイミング

はどのようになっているか。提案されている報告期限を満たすために、企業はどのような資源(例えば、人、プロセス、技

術)を必要とするか。 

前述したように、SEC は、提案されている規則が、TCFD や GHG プロトコルで推奨されているような既存のフレームワークや基準と整

合的であることを示しています。したがって、既にそのような開示を提供している登録企業は、提案された規則の要求事項の実施

において、より優位となる可能性があります。 

その他のリソース 

上記のリソースに加えて、以下のような Deloitte のリソースは、企業が気候関連の開示に対するアプローチを評価するのに役立つ

可能性があります。 

• Heads Up—#DeloitteESGNow—基準の設定 ESG 及び気候変動報告と財務報告の融合 

• Financial Reporting Alert—環境イベントや活動に関する財務報告上の考慮事項 

• Heads Up—SEC、気候変動情報開示に関するサンプルコメントを公表 

• Heads Up—SEC の気候関連およびその他の ESG 情報開示に関する要求 

• ESG の監督における監査委員会の役割の定義 
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/press-releases/us-public-companies-prepare-for-increasing-demand-for-high-quality-esg-disclosures.html
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/esg-cop26
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/esg-cop26
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/financial-reporting-alerts/2021/environmental-events
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/financial-reporting-alerts/2021/environmental-events
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-comments-climate-change-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-comments-climate-change-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-climate-related-and-other-esg-disclosures
https://dart.deloitte.com/USDART/home/publications/deloitte/heads-up/2021/sec-climate-related-and-other-esg-disclosures
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/defining-the-role-of-the-audit-committee-in-overseeing-ESG.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/defining-the-role-of-the-audit-committee-in-overseeing-ESG.html


 

 

 

関連項目: 

• サステナビリティとビジネスよりよい再建を実現するためのアクション・プラン 

• サステナビリティ・フレームワーク及び基準 —サステナビリティ会計基準審議会 

• サステナビリティ及びビジネスー環境保護の導入：ESG の E 

• 財務諸表監査における ESG 関連事項の検討 

• ESG 報告及び保証－監査担当者のためのロードマップ 
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https://www.cgma.org/resources/reports/sustainability-and-business-the-call-to-action-build-back-better.html?vngagetrans=LTvELYVlKcLubKQYbsMG
https://www.cgma.org/resources/reports/sustainability-frameworks-and-standards-sustainability-accounting-standards-board.html?vngagetrans=LTvELYVlKcLubKQYbsMG
https://insights.cgma.org/story/sasb_epi-putting-the-e-in-esg/page/1?draft=93b11a13-2db7-45e4-9ad5-5d1fd670e7e5&vngagetrans=011yRoULZYlAsYZ5Nvdh
https://www.aicpa.org/resources/download/considerations-of-esg-related-matters-in-an-audit-of-financial-statements
https://us.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability/downloadabledocuments/caq-esg-reporting-and-attestation-roadmap-2021-Feb-v2.pdf


 

 

  

財務責任者のための Dbriefs 

Deloitte のライブウェブキャストである Dbrief にご参加ください。お客様のビジネスに影響を及ぼす重要な動向について貴重な情報を提供します。財務報告、税務会

計、事業戦略、ガバナンス、リスクのトピックについて Dbriefs の「財務責任者」シリーズをご覧ください。Dbriefs では、CPE クレジット取得のための便利で柔軟な方法

も提供されています―あなたは自分の席に座っていればいいのです。 
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登録 

Dbriefs の会員になるための登録や、デロイトの Accounting and Reporting Services Department が発行する会計に関する刊行物を受け取るためには、

My.Deloitte.com にてご登録ください。 

The Deloitte Accounting Research Tool 

多くの情報を指先一つで完全に把握しましょう。Deloitte Accounting Research Tool（DART）は、会計や財務開示に関する資料の総合的なオンライン・ライブラリ

ーです。DART には、弊社の会計マニュアルならびにその他の解釈指針や刊行物のみならず、米国財務会計基準審議会（FASB）、問題発生専門委員会（EITF

）、米国公認会計士協会（AICPA）、公開会社会計監視委員会（PCAOB）、米国証券取引委員会（SEC）などの資料が含まれています。 

DART は営業日ごとに更新されており、DART の使いやすいデザインやナビゲーションシステムと、その強力な検索機能やパーソナライズ機能によって、利用者は、どんな

デバイスやブラウザーからでも、いつでも瞬時に情報を見つけ出すことができます。DART のコンテンツの大半は無料で利用可能ですが、登録者は、デロイトの FASB 会

計基準コディフィケーションマニュアル（FASB Accounting Standards Codification Manual）などのプレミアムコンテンツにもアクセスできます。また DART の登録者等は

週報「Weekly Accounting Roundup」を購読することができます。「Weekly Accounting Roundup」には最近のニュース記事、刊行物、DART へのその他の追加情報な

どへのリンクも提供されています。DART に関する詳しい情報や、DART のプレミアムコンテンツの 30 日間無料トライアルのお申し込みについては、dart.deloitte.com を

ご覧ください Dbriefs は、CPE クレジットを取得するための便利で柔軟な方法を、お客様のデスクでも提供します。 
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